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開議 午前 ９時５５分

◎開議宣告

〇議 長 ただいまの出席議員数は、１５名であります。

これより本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員指名

〇議 長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。

会議録署名議員は、議長において田村議員、柴田議員を指名いたします。

◎日程第２ 一般質問

〇議 長 日程第２、前日に引き続き一般質問を行います。

なお、この場合８名の方の質問が既に終了しておりますので、プリント順位９番目の方の質問に

入ります。

質問、答弁ともに要点を簡潔にするようお願いいたします。また、質問は通告の範囲を遵守し、

議案審査で既に解明された事項にわたらないようお願いいたします。

三上議員の発言を許します。三上議員。

〇三上議員 おはようございます。公明党の三上でございます。昨日、新しく入庁された職員の皆

さんが傍聴されておりました。この職員の皆さんには初心を忘れることなく、退職を迎えるその日

まで職員として頑張っていただきたい、そのように思っております。

◎１、市長の基本姿勢

１、新滝川市総合計画について

２、公共施設個別施設計画について

３、新たなふるさと納税の取り組みについて

本日の一般質問においては、私は滝川の将来について非常に重要な総合計画あるいは公共施設個

別計画、これらの質問をさせていただきますので、ぜひ明確な答弁でお答えいただきたい、そのよ

うに思っております。それでは、まず初めに滝川市の新総合計画の進捗状況について伺いたいと思

います。今日は傍聴の方もいらっしゃいますし、インターネットで議会中継もされておりますので、

簡単に総合計画というものはどういうものなのかということをまず冒頭にお話しさせていただきま

す。総合計画は、滝川市にとっての最上位計画でございます。それだけ重要な計画でございます。

この総合計画は、３層になっております。向こう１０年間を見据えた基本構想、そしてほぼ５年間

を想定した基本計画、３年間を想定した実施計画、この３本柱でなっております。そして、住民全

体で共有する自治体の将来目標や施策を示し、全ての住民や事業者、行政が行動するための基本と

なる指針がここに盛り込まれております。

それだけ重要な総合計画でありますが、この１２月策定に向けてその作業が進められてきており

ます。市民会議を立ち上げ、そこで議論を受けて、議会としても特別委員会を設置して滝川市の将
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来を議論していく、これが総合計画なのですが、現状のこの進捗状況とこれからの予定について伺

っておきます。

〇議 長 三上議員の質問に対する答弁を求めます。総務部次長。

〇総務部次長 おはようございます。私のほうからご答弁させていただきます。

新たな滝川市総合計画の策定についてでございますが、市内部に設置する策定本部におきまして

様々な視点を持って鋭意議論を重ねてきました。先般総合計画の原案がまとまったところでござい

ます。つきましては、今後９月中に市民会議を開催して議論をスタートさせるとともに、その後滝

川市総合計画調査等特別委員会と市民会議を交互に開催しながら議論していただきたいと考えてお

りますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 私は、以前この議会で、コロナ禍で大変な状況にありますので、この総合計画をじっ

くり皆さんと練って、しっかりしたものを出してほしいということ、それを議会で確かに申し上げ

ました。それで、１年延期されたわけです。それで、伺いますが、先ほどお示しした３本の計画の

中で、今回固まったのはまずどこまでなのか伺いたいと思います。

〇議 長 総務部次長。

〇総務部次長 現在原案として固まっておりますのは、総合計画全体と基本計画、基本目標の２点

になっております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 当面は５年先までの計画ができているということですね。それで、総合計画、もちろ

ん議会への説明も必要です。市民会議を立ち上げて、市民の皆さんの意見をいただくことも必要で

す。しかし、それ以上にもっと必要なことがあるのです。それは何かというと、内部で十分協議さ

れているのかということです。策定本部を設置して、鋭意議論を進めてきたと言われております。

策定本部長がいらっしゃいますよね、策定本部長はこれまでの状況をどのように考えているか伺い

たいと思います。

〇議 長 副市長。

〇副 市 長 三上議員からのご質問に答弁をさせていただきます。

策定本部長という立場で副市長がその責務に当たるということで、これまでも内部の協議を進め

てまいりました。６月の議運の中で、議会のほうに策定本部を設置して、特別委員会に付託といい

ますか、ご協議をお願いしたいというときにスケジュールをある程度お示しをさせていただいたと

思います。本来であれば策定スケジュールの原案がまとまる期間が現在より若干前に前倒ししてと

いうことで想定はしていたところでございますが、今ほど三上議員がおっしゃられたとおり、内部

で十分な議論をやはり進めていくべきだろうということで、様々なご意見をいただいております。

それと併せて、将来の滝川市において重要である立地適正化計画あるいは公共施設の個別施設計画

と、この３つの計画が並行して進んでいるという部分もございますので、その辺の整合性あるいは

兼ね合いも十分考えながら進めてきたという部分もありますので、当初６月にお示ししたスケジュ

ールよりも少し後ろ倒しになったという部分は、そういった中で十分内部の中で検討して進めてき
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たということでご理解をいただきたいというふうに思っております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 内部の中で十分検討、議論を進めてきたということで、本来ここで各所管部長さんに

聞きたいところですけれども、それはしません。本当なのですね。十分進められてきたと。という

ことは、住民から矢面に立つのは所管の職員の皆さんなのです。納得してこの計画が立ち上がって

いるのであれば、それは住民に聞かれても十分お答えすることができると思うのです。本当に所管

の皆さん、職員の皆さんが納得されての計画ですよね、ここまでは。確認します。

〇議 長 副市長。

〇副 市 長 議運で説明したときも、どういう方法で総合計画を策定するかという部分についても

ご説明をさせていただいたと思いますが、その点では本部会議のメンバーだけで議論してきたとい

うわけではございません。各所管の担当、課長とか係長も含めてですけれども、部会を設置し、そ

の上で各所属長にも様々なご意見をいただいた上で部長職以上の本部会議でというステップを踏ん

できての原案ということでございます。原案ですから、本当に全部が網羅されているかという部分

についてはこれから市民の皆様、議員の皆様のご意見もいただきながら、それをステップアップさ

せていくというような方法で進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 職員の皆さんが納得しての計画だということで、安心はしております。

次の再質問なのですが、市民会議は１０月から立ち上がるということでいいのでしょうか。いつ

からでしょうか、まず聞いておきます。

（「９月から」と言う声あり）

〇三上議員 ごめんなさい。９月から立ち上がるということでよろしいですね。年度内完成を目指

すと。来春は統一地方選がございます。首長選があるかどうかは別として、我々議会議員は選挙に

臨みます。そのときに向こう１０年間の話も出ます。確実に出ます。住民から聞かれることもある

かと思います。ですから、年度内完成は大丈夫でしょうか、伺っておきます。

〇議 長 総務部次長。

〇総務部次長 年度内完成に向けてしっかりと議論させていただきたいと思っております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 それでは、次の質問に移りたいと思います。公共施設個別施設計画の今後のスケジュ

ールについてまず伺っておきたいと思います。

〇議 長 総務部次長。

〇総務部次長 公共施設個別施設計画につきましては、今年度中の策定を目指して鋭意検討を進め

ているところでございます。現時点における今後のスケジュールですが、９月中には一度議員の皆

様に計画案をお示しさせていただきたい。その後、様々なご意見をいただきながら修正作業を進め

ていきたいと考えています。その後、パブリックコメントにより市民からのご意見をいただき、必

要に応じて修正等を行いまして、１２月までには計画案を固めまして、調整等を重ねつつ、最終的
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には年度内完成を目指していきたいと考えております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 この公共施設個別計画なのですが、私は年度予算の委員会で今後のコンパクトシティ

ーのまちづくりをつくっていくためには、今まであった、不要と言ったら申し訳ないのですけれど

も、重荷となってきている施設の廃止あるいは統廃合、そういったものが必要だろうと、それは大

なたを振るってでもやっていかなくてはいけないですねというお話をさせていただきました。そし

て、我々議会としてもしっかりとその説明責任を果たしていきたいのだという話もさせていただき

ました。ここで改めて伺いたいのですが、先ほどもお話ししたとおり、まずは議会あるいは住民の

説明の前に、公共施設それぞれあると思いますけれども、それが所管の職員の皆さんが納得しての

計画になっているのかと。我々もどこまで進んでいいのだろう。職員の皆さんもどこまで公共施設

の計画が進んでいるのかというのを分かっているのかなと、甚だ疑問に思います。その辺について

まず伺っておきたいと思います。

〇議 長 総務部次長。

〇総務部次長 この個別施設計画の策定に当たりましては、総合計画と同様な感じでございまして、

検討部会で関係部署の課長職以下の職員が入った中でまず議論しております。それらを十数回積み

重ねまして、その後本部会議のほうで議論を重ねて、何度も本部会議のほうでも議論をさせていた

だいているというところとなっておりますので、決して総合計画と同じように本部会議だけで決め

てきたというものではございません。議論としては、しっかりとそういった担当部署を交えての協

議をさせていただいております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 それでは、所管の職員の皆さんは、住民から、この施設を廃止します、何で廃止する

のですかと聞かれたときに十分説明できるというふうに考えて大丈夫ですね。ここに、公共施設で

すから、新しく建つ文化センターがどうなるのかも盛り込まれてくるのだと思います。あるいは、

今後の学校の統廃合の関係も盛り込まれてくると思います。本当に矢面に立つのは所管の職員の皆

さんです。恐らく本部で住民説明をするわけではないですよね。実際のところは所管の皆さんが出

向いて、住民の皆さんにこのようになりますと説明するのですよね。本当に大丈夫ですか、改めて

伺っておきます。

〇議 長 総務部次長。

〇総務部次長 そうした議論を重ねて、所管のほうでも十分ご理解をしていただいた上で今後進め

ていくということになりますので、ご理解いただければと思っております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 市長は、５月１１日付のプレス空知のインタビューでこのように申しております。皆

さんが自分たちの計画だと思える実効性のある計画を示したい。皆さんが自分たちの計画であると

思える、これはすなわち住民の皆さんの意見がここに反映されているということですよね。そして、

昨日の柴田議員への答弁においては、市長はこのように申し上げた。大体そういう趣旨のことで理

解していただきたいのですが、滝川の未来を担う人々へ負の遺産を残さない。そして、未来へつな
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ぎたい。このように申されております。これから市民の皆さんに説明されて歩くのだと思いますけ

れども、その場では市民の皆さんの意見をしっかり聞きながら、双方向での議論ができるような場

をしっかりとつくっていただきたいのですが、どうでしょうか。

〇議 長 市長。

〇市 長 ただいまの三上議員のご質問でございますが、個別施設計画におきましては、これか

ら議員の皆様方に様々な意見をいただきます。そして、パブリックコメントもいただきます。そし

て、それらを持ち帰って、また一度自分たちでその案についていろいろと協議をして成案になって

いくわけでございます。そして、それを市民の皆様方に実際のときにどこまで具体的になったかと

いうときにご説明申し上げるのであって、現時点で案をつくっている段階で市民の皆様方にご説明

して歩くということは現在では考えておりませんが、成案が出来上がり、その後に実効的な計画を

つくるときにはそれぞれ説明していかなければならない。先ほどお話がございましたとおり、例え

ば学校の統廃合、これは大きな問題ですので、そのときには進めていかなければいけないというふ

うには思いますが、今現在ではそのような考えは持っておりませんが、パブリックコメント等でし

っかりと市民の皆様の意見を聞けるような努力はしていきたいと思います。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 計画が一度固まってしまうと、それを修正していくということは非常に労力の要るこ

とでございます。本来ですと、私が思うにはですよ、計画というのをつくる前に住民の意向はどう

なのだろう、それから職員の皆さんはどのように考えているのだろうか、そういうようなことを勘

案しながら計画づくりに入っていくものだと思っておりましたけれども、今の市長の話ではある程

度固まった段階で市民にお知らせして、納得をいただくという話ですよね。これだと自分たちがつ

くってきた計画だからということにはならないのです。それを十分考えていただいて今後計画を進

めていただきたいと思うのですが、議会としてはこの経過を常任委員会で議論したいと思います。

この考えについてはどうでしょうか。

〇議 長 総務部次長。

〇総務部次長 まずは、議員の皆さんに一度説明をさせていただきますが、最終的には各常任委員

会全てに関連することだと思っておりますので、今の時点では３常任委員会にお諮りするようなこ

とで進めていきたいと考えております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 それでは、次の質問に移ります。

新たなふるさと納税の取り組みについて伺いたいと思います。新たにどういうものがあるのかと

いうと、ふるさと納税の一つの方法なのですが、旅先に行って納税することができるというものな

のです。スマートフォンでコードを読み取ったら寄附金額を選ぶことができるのです。そのまちの

寄附金額を選ぶことができます。その３割が上限として電子ギフトでその場で発行されて、その場

で買物ができるというものなのです。この取組をぜひ滝川で行っていただきたいと思います。商店

街の活性化にもつながります。あるいは、道の駅での農産物の販売にもつながると思います。ある

いは、滝川観光に訪れてレジャーを楽しみたい、そういった方々も利用することができます。この
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考えについてどのようにお考えか伺いたいと思います。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 ふるさと納税の新たな方法としまして旅先納税があることにつきましては、またこれ

が全国で徐々に広がりつつあることにつきましては承知をしているところです。この旅先納税です

けれども、多くの市内の事業者の皆さんに電子ギフト券が使用できる加盟店としてご参加いただく

ということで、市内における消費喚起、交流人口の増加を図ることができるものであるというふう

に思っておりますが、現時点では取組には固定的な経費も必要であるということから、旅先として

ある程度の需要が見込める地域を中心に導入する自治体が広がり始めているものというふうに認識

をしております。本市におきましても、寄附額のさらなる増加の方策としまして、他自治体の事例

や費用対効果なども踏まえ、旅先納税の効果について検討していきたいというふうに考えておりま

す。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 滝川市においてはワーケーション事業を積極的に行っていくということですから、多

分その事業にも何らかの方法で旅先納税できるようにすればもっともっと活性化するのではないか

と思いますので、ぜひ検討していただきたいと思うのですが、産業振興部長に聞きます。

〇議 長 産業振興部長。

〇産業振興部長 ご指摘いただきました。まさにスカイワーケーションということで、この後もご

質問いただきますけれども、積極的に取り組んでいるところでございます。ただ、中身が寄附とい

うことになりますので、財政当局と相談しながら、我々ももう少し勉強を深めましてそういったも

のの導入について検討していきたいと思います。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 それでは、次の質問に移ります。

◎２、行政運営

１、市職員の離職状況について

市職員の離職状況についてなのですが、市職員の思いと頑張りというのは市民の皆さんは本当に

見ているのです。これは、職員の皆さんばかりでなく、議員も同じことが言えるのですが、厳しい

ご意見をいただいたり、叱咤激励されたり、いろいろございます。そんなことで、私は職員の頑張

りの姿というのは最終的におのずと市民の皆さんを元気にするし、そのことがこのまちの活性化、

活力になっていくと思っております。ここにきて職員の皆さんが離職していく、どういった理由か

分かりませんが、この状況について非常に残念に思っております。これは、市民の皆さんもそう思

っていると思います。ここ数年の離職の状況をまず伺っておきたいと思います。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 職員の離職に関するご質問ですが、市役所職員の普通退職は直近の３年間で２２名、

その前の３年間で１５名となっており、年度のばらつきはありますが、三上議員ご指摘のとおり、

やや増加傾向にあるというふうに考えております。国家公務員の調査によりますと、採用５年未満
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の退職率が１割に達しているという結果が発表されておりますので、昨今は公務員は必ずしも定年

まで勤め上げる職業ではなくなっておりますし、若い方々の職業観は近年大きく変化しているとい

うふうに感じているところではありますが、働く職場として職員にはできるだけ長く勤めてほしい

というふうに当然考えておりますし、中途での離職につきましては組織にとっても損失であるとい

うふうに認識をしております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 職員は、市にとって宝ですか。大事なものですよね。大きなお金を使って採用してい

るわけですから、そして自分たちがこの人はぜひ滝川市に来てほしいという思いで採用されている

わけですから。ここ数年増えている状況を鑑みて、市長はどのような感想をお持ちなのか伺いたい

と思います。

〇議 長 市長。

〇市 長 ただいまのご質問でございますけれども、確かに総務部長がお答えしたとおり増加傾

向にあるというのは非常に懸念をしておりますし、このような状況が続くことは非常によくないと

いうふうに思います。確かに職員は市にとって、市役所にとっても大変宝物でもございます。その

大事な人材が流出するということは本当に大きな問題につながります。しかし、その問題につきま

しては内部でいろいろと今協議をしておりまして、少しでもそういうのが止めれるように、何とか

所属長ヒアリング等で本人のご意向とか様々な意見を聞いて、いろいろと本人の考え方を聞くとい

うことが必要であるというふうに思っております。

ただ、私のほうで言い訳も少しさせていただきたいのですが、先ほど総務部長がお答えしたとお

り、最近の皆さん方の仕事に対する、就職に対する傾向が若干変わってきているなというふうに思

います。キャリアアップのためにほかのほうに転職している方もいますし、家族を大事にするため

に家族のために転職する方もいらっしゃいます。そして、結婚ということもございます。様々な理

由があるわけでございまして、滝川市役所という職場がブラック企業で離職されているということ

は私は決して思っておりません。ですから、離職された皆さんにも当然つながりをまだ持っている

方もたくさんいらっしゃいます。東京に行った方も東京滝川会に入ると言ってくださっている方、

また今も滝川市役所に残っている職員とまだまだ交流を続けている方、滝川市のためにいろいろと

情報をくれている方々、様々な方がいらっしゃいますので、そのつながりは大事にしていきたいな

というふうに思っていますし、やむなく離職をして、そのような関係につながっているというふう

に私は思っております。しかしながら、冒頭申し上げましたとおり、離職者が出るということは職

場にとっては痛手でございますので、それを少しでも減少傾向に持っていけるような努力をしてま

いりたいというふうに思っています。危機感を持って臨んでいきます。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 私も何で多くなるのだろうなというふうに考えるときがございます。果たして根本の

要因というのは何なのだろう。職場の人間関係、あるいはハードワーク、正当な評価を上司から受

けられない、やりがいのある職場でない、このようなことがもしかしたらあるのかもしれません。

それで、職員の意識調査というのを過去これまでにされたことがあるのでしょうか、それを伺って
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おきたいと思います。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 意識調査というご質問でしたが、退職の意向を示された職員の方に対しましては、そ

の段階で個別に面談を行うなどして退職の理由等について聞き取りを行っております。退職に至る

率直な思い、そういったところをより詳細に聞き取ることができるよう、今後においてもさらに努

めていきたいというふうに考えております。そういった意向調査ということでよろしかったでしょ

うか。ではなくて、職員全体に対する意向調査ということでしょうか。職員全体の意向調査、何に

対する意向調査ということなのか、ちょっと私も分かりかねますが、各所属の方たち、所属長には

もちろん所属の状況を総務課のほうで丁寧な聞き取りを毎年行っているところです。それから、職

員の皆さんにつきましては、自己申告という制度もありますので、それは最大限活用していただい

て、現在の思いとか、そういうところを、これは直接部長職に届け出るようになっておりますので、

そういった制度を活用していただきたいというふうに思っております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 今部長の答弁を聞いていて、危機感が感じられません。全く感じられません。部長に

意向を伝えるなんてできないですよ。だって、職場環境の話だとか正当に評価されていないのでは

ないかという話なんて、直属の上司になんて話しできないですよね。ですから、無記名でも結構で

すから、職員の皆さんはどのように日々仕事をされているのかということをぜひ調査していただき

たいなと思うのです。あまりにも危機感がないなというふうに感じるのですが、そんなことはない

ですか、部長。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 危機感がないのではないかというお話でしたが、そんなことはありません。しっかり

と職員の意見を把握したいというふうに思っておりますし、先ほどの自己申告につきましては直属

の上司ではなく、私のほうにそれぞれ所管の職員から提出していただくということもできるように

もちろんしておりますので、そういったことで職員個々の意向といいましょうか、今思っているこ

とは直接私にお伝えいただければなというふうに思っております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 最近心理的安全性という言葉をよく耳にします。これはどういうことかというと、他

人の反応に対して怖さや恥ずかしさを感じることなく、自分を包み隠さずに自然体で活動している

状態の度合いを示すそうです。このことで、そこで働く人が主体的に業務を行うことができて、成

果を出しやすくなるという考えなのです。市役所にもこの考えを取り入れて、自由闊達な意見がで

きる、そういう雰囲気づくりをしてみませんか。副市長、どうでしょうか。

〇議 長 副市長。

〇副 市 長 再質問についてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、自由闊達な意見を

話せる場ということでのご質問だというふうに思っております。実際退職をされる職員の方、当然

いろんな届出ですから、私のほうにも実は決裁で回ってきます。その際、私も数人の職員にいろい

ろ話を実は聞かせてもらっております。当然もう意思が固まっていますので、その結論に対してど
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うのこうのではなく、それぞれそれに至った経緯、あるいはどういうことが課題なのかという部分

については率直に話を聞かせてもらっています。今議員からおっしゃられたようなことも理由の一

つとして挙げられている方もおりますし、ただ転職、そういうことを決める職員の皆さんは原因が

１つではないなというふうに実は感じております。そういったことを踏まえて職場環境の改善とい

うのはやはり進めていかなければいけないのだろうなというふうにも思っておりますし、また冒頭

に議員がおっしゃられたように、新採用職員の研修というのは結構滝川市の場合は力を入れてやっ

ておりますが、数年経験を経た職員の研修というのは、職場に任せたり、あるいは外の研修という

部分が多いので、そういった職員の、市としてある程度現在のまちづくりも含めてチームでまちづ

くりは進めておりますので、そういった階層別の職員研修なんかも今後取り入れていく必要がある

のではないかなというふうに思っておりますので、そういった面で職場環境、あるいはそれぞれの

職員の意見がうまく引き出せるよう今後進めていければなというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 次の質問に移ります。

◎３、福祉行政

１、保育所や幼稚園に通えていない小学校に上がる前の子供の実態把握について

保育所や幼稚園に通っていない小学校に上がる前の子供の実態について、３歳から５歳までの子

供たちの実態について伺いたいと思います。

〇議 長 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 ３歳児から５歳児までで保育所にも、それから幼稚園にも行っていない子供の実

態調査というご質問でございますが、滝川市では子育て世代包括支援センター事業として妊娠期か

ら子育て期までの相談に応じるため、専門の相談員、健康づくり課には母子保健コーディネーター、

それから子育て応援課には子育てコーディネーターを配置しております。これにより実態把握に努

め、必要としている情報の提供や、それから助言などを行いまして子育てのサポートに取り組んで

おります。この中で、保育所を利用しておらず、子育てで孤立し、悩んでいる方に対しては、子育

て支援センターですとか花月地区児童センターで行っているこども広場、こういった場などを紹介

させていただいております。子育ての悩みを相談できる場や、それから保護者の方同士が交流でき

る場の提供に努めているところでございます。

なお、補足でございますけれども、保育所にも幼稚園にも通っていないお子さんや、それから健

診などを受診していないお子さんについては、国から調査依頼が来ております。毎年所在の確認を

行い、報告しているところでございます。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 無園児の子供たちが落ちこぼれるというか、見放されることないように、頑張ってい

ただきたいなと思います。

次の質問に移ります。
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◎４、新型コロナウイルス感染症対策

１、発熱外来の体制強化について

２、スカイワーケーション推進事業の進捗状況について

岸田総理は、発熱外来のさらなる拡充を図ると先日述べておりました。市としても、発熱外来と

いうのは一時期電話が殺到したりしてなかなかつながらない。大変な状況にあるかと思いますが、

市として体制強化をどのように考えているのか伺いたいと思います。

〇議 長 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 発熱外来についてのご質問でございますが、現在市内では市立病院とえべおつフ

ァミリークリニックの２か所が北海道の指定を受けており、市立病院では限定なし、えべおつファ

ミリークリニックではかかりつけ患者のみを対象として受入れを行っているところでございますが、

感染拡大状況の下、厳しい状況にあるということで認識をしております。全国的にもなお高い感染

状況が続いていることを踏まえ、厚生労働省は医療機関の負担軽減を図りつつ、引き続き発熱外来

の拡充に取り組むとしており、具体的には地域における発熱外来の比率が低く、かつ発熱外来が逼

迫している都道府県を中心にオンライン診療の活用を含めた拡充を要請するとされております。ま

た、診療検査医療機関、これが発熱外来でございますが、指定権者であります北海道におきまして

も鈴木知事から発熱外来のさらなる拡充について発言がありまして、これを受けて全道の各医療機

関に対して新たな発熱外来の開設に向けてお願いと聞き取りをまさしく今行っているところという

ふうにお聞きをしております。

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、発熱外来の予約が取りにくいという今の

状況を踏まえまして、有症状、症状があって重症化リスクの低い方への抗原定性キットの配付、そ

れから陽性者情報の登録を行う北海道陽性者登録センターが実は昨日９月１３日から、全道の各自

治体を対象に、保健所等が行う健康観察へつなげる新たな仕組みとして運営が開始されたところで

ございます。滝川市におきましても、軽症の方に対してそうした仕組みの活動をご案内したいと考

えておりますし、お問合せの電話については北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センターで

も受けておりますので、そちらへお問合せいただくよう周知するなど、少しでも発熱外来の負担軽

減につなげられるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 次の質問に移ります。

滝川はグライダーのまちということで、スカイワーケーションに絞って事業展開を図るというこ

とになっておりますけれども、現在の進捗の状況、あるいは今後の可能性について伺いたいと思い

ます。

〇議 長 産業振興部長。

〇産業振興部長 今年度実施しておりますスカイワーケーション推進事業につきましては、グライ

ダーを活用した本市のブランド化推進と交流、関係人口の増加に伴う経済の活性化を目的とし、グ

ライダークラブを有する首都圏等の企業や大学航空部の指導者等が参加する長期、短期のツアーを
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８月２８日からグループ別に順次実施しているところであり、１０月上旬にはツアーが終了する見

込みとなっております。また、ツアーにおいて滞在の拠点となるたきかわスカイパーク、こちらの

Ｗi―Ｆi設備工事を既に完了しておりまして、リモートワークの環境整備をツアー前に行っており

ます。今回の事業を通じ、企業等がスカイワーケーションで継続的に本市を訪れることや企業との

連携を深めて新たな事業や事業所等を市内に誘致すること、企業版ふるさと納税の獲得につなげる

こと、これらを狙いとしております。さらには、ツアーに参加する大学航空部の指導者等から合宿

を想定した課題や魅力などについて意見を聴取することとしておりまして、大学のグライダー合宿

誘致にもつなげてまいりたいと考えております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 ぜひ頑張って盛り上げていただきたいなと思っております。

◎５、労働行政

１、労働者協同組合法の施行に伴う取り組みについて

次の質問です。労働者協同組合法というのが超党派国会議員で議員立法で成立しております。こ

れは滝川に関係あるのかなとお思いでしょうけれども、この１０月に施行されて、これを活用した

取組というのが地域の活性化につながる可能性があると言われております。私は、こういうものが

あるということを職員及び市民の皆さんにぜひ広く知らせていただきたいなと思うのですが、この

考えについて伺いたいと思います。

〇議 長 産業振興部長。

〇産業振興部長 本年１０月１日に施行されます労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運

営、管理などについて定めた法律であり、労働者協同組合の主な特色としましては、労働者派遣事

業を除き、訪問介護等の介護、福祉関連、学童保育等の子育て関連、地域づくり関連など地域にお

ける多様な需要に応じた事業を実施することが可能となっております。地域の幅広いニーズに対応

する担い手が不足している中、組合員が出資し、自ら事業に従事するといった基本原理の下、多様

な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな枠組みとして法整備が行われたもので

す。正直私もこれを機に勉強させていただきました。本法律の周知に当たりましては、ホームペー

ジへの掲載やパンフレット等の配架、それらのほか、北海道や商工会議所などの関係機関とも連携

を図る中で周知に努めてまいりたいと考えております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 次の質問に移ります。

◎６、住宅行政

１、開成団地再編の進捗状況について

開西団地の再編の進捗状況について伺いたいと思うのですが、全く現状どういうふうになってい

るのか、議会としても、多分住民の皆さんはもっと分からないと思います。議会で分からないので

すから。この進捗状況について伺いたいと思います。
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〇議 長 建設部長。

〇建設部長 平成３０年３月に策定した公営住宅等長寿命化計画において、開西団地の整備に当た

り、公営住宅の建設のほか、既存住棟を活用したサービスつき高齢者向け住宅及び子育て支援住宅

を民間事業者により整備する再編計画を策定し、平成３１年３月、サービスつき高齢者向け住宅等

を整備する事業候補者を決定し、協議を進めてまいりました。公営住宅の整備につきましては、今

年度既存住棟８棟４０戸の解体と実施設計を進めており、工事は第１期が令和５年春に着手、令和

６年度に完成予定、第２期につきましては令和７年の春に着手をし、令和８年度の完成を目指して

工事を進める予定としております。民間事業者が行うサービスつき高齢者向け住宅及び子育て支援

住宅の整備につきましては、事業候補者選定後、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行、また

ロシア、ウクライナ戦争等、計画策定時に予想困難な外部要因により社会情勢が大きく変化をし、

資材の高騰、また資材の調達難など、経済活動にも深刻な影響を及ぼしていることから、いまだ事

業に着手できていない状況にございます。現時点で今後の経済活動の回復が見通せない状況にある

ことから、民間事業者が行うサービスつき高齢者向け住宅等の整備事業につきましては実施可能か

否かを事業者と最終調整を行っているところでありますので、決まり次第ご報告したいと考えてお

ります。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 第１期工事が令和５年解体して６年完成、第２期が令和８年完成ということなのです

が、私はここの既存住宅を使ったサ高住、それと子育て支援住宅、これは結構期待しておりました。

低家賃で入れるということが最大の魅力です。それで、これまでの経過をちょっとお話しさせてい

ただきますと、令和元年の６月に民間の事業者が決定したと、その後、実は令和２年の第３回定例

会で寄谷議員が質問しております。そのときの話の内容ですけれども、そこで答弁は、結果として

調査の結果耐震性に問題ないと、そして今事業者と概算事業費の積算中であると、それをもって基

本計画に対する法的な確認、関係機関と協議を進めているという内容の答弁だったのです。そして、

令和３年２月の経済建設常任委員会で、この開西団地の建て替え基本計画の報告がありました。こ

のときに、サ高住と子育て支援住宅についてはあえて報告されなかったのですが、そこで委員から

質問されております。サ高住とこれはどうなのだということで、そのときに同じことを言っている

のです。事業者による概算事業費の積算、建築基準法における法的な確認を現在進めておりますの

で、まだ決定していないという話だったのです。それから１年８か月たって、全く音沙汰がないの

です、議会に対しても。途中経過もどうなったのか全然分かりません。なぜこのような状況になっ

たのか。ただウクライナの状況だとか、資材が入ってこない、資材高騰、それだけの問題なのでし

ょうか、ほかに要因があったのではないでしょうか、伺います。

〇議 長 建設部長。

〇建設部長 １年８か月間報告が全くなかったということでございますけれども、その間担当所管

のほうは、相手方と交渉といいますか、どのような方法がいいかということで重ねてきておりまし

た。確かに報告はしておりませんでしたけれども、経済情勢もございますし、それからいろいろな

リフォームの積算等々もございまして、なかなかその辺が見えてこなかったということもございま



79

して１年数か月となっております。当然コロナですとかウクライナ情勢というだけではないという

ふうには感じておりますけれども、最終的に今最終調整を行っているところでございますので、報

告がなかったことについてはおわびをしたいと思いますけれども、いろいろな状況が複合的に重な

ってこのようになっているということで理解をお願いしたいと思います。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 それでは、確認します。遅れてはいるけれども、サ高住３２戸、子育て住宅１２戸は

断念するわけではないのですね、確認します。

〇議 長 建設部長。

〇建設部長 住生活基本計画並びに長寿命化計画等の計画に基づきまして、この開西団地の建て替

え事業を進めてきております。仮の話でございますけれども、今の事業者となかなかうまくいかな

かった場合は、募集の対象を今市内事業者に限定しておりますけれども、例えば広げて再募集する

ことも含めまして今後の計画を検討してまいりたいというふうに考えております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 それでは、まだまだ断念するつもりはないということは、これを期待して退去された

高齢者の皆さんは期待していますよ、大丈夫ですね。例えば市内業者でいなければ市外からも募集、

募ってみるということでしたけれども、もう一つは公設民営という方法もあるかなと。結局あの住

宅を滝川市がお金をかけてリフォームして、耐震性は大丈夫だと言っているので、耐震性には問題

ないと思いますけれども、お金をかけて、運営は民間という方法もあります。あるいは、完全に断

念するか。断念するけれども、そこで退去していった高齢者の分をしっかりと受け入れるような体

制で建て替えを考えるということもあると思うのです。それで、再度伺います。大丈夫ですね。

〇議 長 建設部長。

〇建設部長 今三上議員から公設民営という手法もあるのではないかというご提案がございました。

そういった手法もあるというのは一つのアイデアとして伺っておきます。先ほどから申しましてお

りますけれども、社会経済情勢、いろんな要因があってこういう状況になって、今の事業者と最終

調整をさせていただいておりますけれども、再募集するのか、公設民営ということに関しましては、

これはまた計画の見直しというものが出てきますので、再募集するということも考えまして計画の

ほうも検討してまいりたいというふうに考えております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 次の質問に移りますけれども、よろしいですか。

◎７、教育行政

１、全国学力・学習状況調査を踏まえた対応について

教育行政の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえて現在どのように対応されているのか、伺っ

ておきたいと思います。

〇議 長 教育部指導参事。

〇教育部指導参事 昨年度の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた取組についてお答えいたし
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ます。

令和３年度の全国学力・学習状況調査につきましては、おおむね全道平均と同程度の結果という

ことで昨年度もご報告させていただきましたが、特に小学校の算数と中学校の国語で全国平均をや

や下回り、課題が見られました。調査結果の分析に基づき、教育委員会では各学校と連携し、学び

サポーターや加配教員を活用した少人数指導など、個に応じた指導の充実や家庭学習の手引を活用

した望ましい家庭における学習習慣の定着などに取り組むとともに、実践事例集を作成するなど、

導入された１人１台端末の効果的な活用を推進してまいりました。その結果、令和４年度、今年度

の同調査においては、中学校国語で全国平均を上回り、大きな改善が見られた反面、小学校の算数、

中学校の数学においては引き続き課題が見られるような状況となっております。今後も基礎的、基

本的な知識、技能の着実な定着を図るとともに、ＩＣＴも効果的に活用しながら協働的な学びと個

別最適な学びの一体的な充実を進め、学力向上に努めてまいります。

一方、令和３年度の調査では夢や目標を持っていると回答した児童生徒が全国平均を上回った反

面、自分にはよいところがあるという自己肯定感や失敗を恐れず挑戦しているという挑戦心などが

特に小学校においてやや低い傾向にありました。各学校においては、道徳科の授業を要に、自分自

身を大切にすることや友達を思いやること、目標を持ち、その達成に向けて努力することの大切さ

などを様々な題材を基に学習しています。また、いじめはどんな理由があっても許されないと回答

した児童生徒が９５パーセントを超えており、道徳教育に加え、児童会や生徒会を中心としたあい

さつ運動や異学年交流の成果等を分析しております。教育委員会では、現在令和４年度の同調査の

調査結果の分析に取り組んでおり、その結果を各学校と共有し、引き続き学力向上や児童生徒の望

ましい学習習慣、生活習慣の定着に取り組んでまいります。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 誤解なきように、全国学力・学習状況調査の目的というのは、そもそも何ですか。

〇議 長 教育部指導参事。

〇教育部指導参事 全国学力・学習状況調査の目的は、全国的な調査、これを悉皆調査で行うこと

によって教育水準の維持、向上、それから各学校における教育活動の充実、改善を図ると、その調

査結果の分析を通して教育活動の充実、改善を図っていくということが大きな目的になっておりま

す。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 今ご説明があったように、児童生徒の個人を評価するものでないということは我々は

しっかり受け止めておかなくてはいけないと。この調査は、あくまでも学校側の教え方だとか教師

の教え方だとか、そういったことを分析しながら今後につなげていくというものですね、確認して

おきます。

〇議 長 教育部指導参事。

〇教育部指導参事 今議員からご指摘がありましたとおり、これは子供たち一人一人の能力がどう

なのだという学校の定期テストで測定するようなものとは性質が異なりまして、それは学校の教育

活動、それから授業の改善、それから広い意味で言うと私たち教育行政の環境整備、そういったこ
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とも含めてこちら側からのアプローチ、そういうものの改善に資するものというふうに理解してお

ります。

〇議 長 三上議員。

◎８、選挙運営

１、各種選挙における投票所の入場について

〇三上議員 それでは、最後の質問になります。これは、選挙があるたびに高齢者の方からご相談

を受ける内容でございます。投票所に行った際に、靴を履き替える、この作業が高齢者、あるいは

足腰の弱った方々にとっては大変なことなのです。だけれども、投票しなければという思いで投票

所に向かわれております。私は、相談を受けた内容で土足で投票できるような体制にこれからはし

いていく必要があると、そういう投票所にしていかなければならないと思いますけれども、今日は

選挙管理委員会の方が来ておりますので、伺いたいと思います。

〇議 長 選管事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長 三上議員からの土足化についての質問でございます。滝川市には１９

か所の投票所がありますが、土足で入場できるのは滝川市役所、農村環境改善センター、ほほえみ

工房の３か所がございます。これら３か所の投票所は平時より土足での入場が可能な施設となって

おりますが、その他例えば学校の教室ですとか児童センター、保育所、地区の会館等の投票所につ

きましては一旦外靴を脱いで入場して、終わったらまた履いて退場していただくということになっ

ております。

選挙管理委員会といたしましても、議員が言及されたとおり、高齢化の進展に伴いまして投票所

への土足の入場は、高齢者の方はもちろん、体の不自由な方も含めて全ての方が安心して投票でき

る投票環境の向上のための取組と認識し、検討が必要であると考えております。しかしながら、平

時土足での入場ができない施設、そういったような施設を土足可能とするためには、一般的に考え

ましてブルーシート等で会場等を覆うことが想定されます。しかしながら、各施設ごとに規模の大

小ですとか施設独特の特性がありまして、土足可能とするためには個々に対応しなければならない

課題も少なくないと考えているところでございます。そのため、まず次回の選挙のときに土足化に

向けた対応、どういうことが対応として考えられるかということを検証することを目的にいたしま

して、１つモデル投票所を設定し、試行する方向で検討させていただきたいというふうに考えてお

ります。そして、試行後は、その試行によって洗い出されます課題を整理しつつ、各施設との協議

も進めながら、土足での入場可能な施設の拡充に向けた取組を図りたいと考えております。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 確認ですが、試行的にやるということなので、次回選挙というのは次の来春の首長選

だったり、道議選だったり、市議会議員の選挙、このときに試してやってみるということでよろし

いですね。

〇議 長 選管事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長 次回からということでご質問ありましたけれども、次回の統一地方選
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において１つモデル投票地区を設けまして、検証させていただきたいというふうに考えております。

〇三上議員 終わります。

〇議 長 以上をもちまして三上議員の質問を終了いたします。

１時間以上経過しておりますので、ここで５分ほど、議場内の空気の入替えをしたいと思います

ので、暫時休憩いたします。再開は１１時２０分といたします。

休憩 午前１１時１２分

再開 午前１１時１９分

〇議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

水口議員の発言を許します。水口議員。

〇水口議員 それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。

◎１、行政運営

１、職員研修について

まず、行政運営の職員研修についてであります。今ほども職員についてという質問がございまし

たけれども、私は滝川市の宝である職員が将来にわたって活躍ができる、そういう機会をぜひとい

う視点で質問させていただきます。この１０年くらいは毎年１０名以上の市役所職員が採用され、

今年度は２０名採用されております。今年度当初予算では職員研修に要する経費として１１６万円

で、平成２０年度は決算ベースで７７１万円でございました。職員派遣もあった当時とは一概に比

較はできないわけでありますが、職員のスキルアップには一定程度維持すべき費用と私は考えてお

ります。先ほども答弁の中で役職別の職員研修も行うというお話もございました。職員研修に要す

る経費の推移と必要性についてお伺いいたします。

〇議 長 水口議員の質問に対する答弁を求めます。総務部長。

〇総務部長 職員研修に関するご質問ですが、水口議員ご指摘のとおり、職員研修に要する経費に

つきましては、平成２０年代には派遣職員に係る費用などが含まれておりますことから、おおむね

６００万円から７００万円の水準で推移をしておりましたが、職員研修の終了により、平成３０年

代に入り３００万円以下に減少しているというところです。職員研修につきましては、職員のスキ

ルアップによる勤務能率の発揮及び促進を最大の目的としておりますが、そのことのみならず、研

修機関で受講する職場外研修につきましては研修の場における他市町村の職員との交流などにより、

職員のモチベーションを向上させることも期待できることから、長く働き続けられる魅力ある職場

づくりにも資するものというふうに考えております。そのため、本市におきましても滝川市人材育

成基本方針に基づき、毎年職員研修計画を策定し、各階層において職員が必要な研修を受けること

ができるよう、職場外研修についての費用につきましても確保しているところであり、その必要性

は大きいものというふうに考えております。

失礼しました。先ほど経費の推移のところでちょっと答弁間違いありました。平成２０年代、６
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００万円から７００万円の水準で推移していたのが職員派遣の終了によりと答弁するところを、職

員研修の終了によりというふうに答弁してしまいました。職員派遣の終了により、その後減少して

いるというふうに訂正させていただきます。

〇議 長 水口議員。

〇水口議員 今ほどのご答弁で推移と必要性については確認ができました。今ほどの答弁にもござ

いましたけれども、千葉県における市町村アカデミーという研修が以前からあるということを伺っ

ておりまして、この研修に参加をされた職員の皆様方が全国各地の自治体職員との意見交換、交流

によって大変有意義な研修であるというようなことも伺ったことがございます。そういった点から

も考えまして、私自身は１１６万円という金額が高いのか低いのかと考えた場合に、この１０年で

少なくとも１００名以上の職員が新しく入ってきているわけですから、もっともっとそういう機会

を増やしていくといったことが必要なのではないかなと考えております。そのことが将来にわたっ

てこの職員が活躍できる、そういう機会をつくっていく結果につながるものというふうに思ってお

ります。私といたしましては、この職員研修に要する経費は聖域として、研修費用の増額が必要と

考えておりますが、その点についてお伺いいたします。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 ただいま再質問にありました市町村アカデミーにつきましては、これ以外にも職場外

研修、道外のものはありますけれども、市町村アカデミーですとかなり専門性の高い研修内容が多

くなっているということで、参加できる分野というのも限られておりますので、全ての職員が対象

になるということには一概にはなりませんけれども、議員ご指摘のとおり、市町村アカデミー等に

職員を派遣し、他の市町村の職員と交流することは、職員のスキルアップのみならず、モチベーシ

ョンの向上のためにも有効であるというふうに考えておりますので、そのため、第２期財政健全化

計画の期間中ではありますが、アカデミー等の道外への派遣研修につきましても一定の予算を維持

し、職員を派遣できるようにしているところです。また、これとは別に、第２回の定例会で水口議

員からご質問のありました友好親善都市との職員交流につきましても実施に向けた検討を現在行っ

ているところです。コロナ禍の中でのリモート研修の増加など、研修につきましても様々様相が変

わっているという状況もありますが、引き続きできる限り多くの職員が研修を受講できるように努

めてまいりたいというふうに考えております。

〇議 長 水口議員。

〇水口議員 それでは、次に参ります。

◎２、財政運営

１、財政指標の改善について

２、積極的な財政運営について

次は、財政運営、財政指標の改善についてということで、現在第２期財政健全化計画を実行中で

ございます。平成２８年度と令和２年度の比較で、経常収支比率は９７．３パーセントから９２．

９パーセント、実質公債費比率は１１．３パーセントから９．４パーセント、財政力指数は０．３
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８から０．４１、そして特定目的基金でございますが、９億８，４００万円から２３億９，２００

万円と財政指標がこの点においては改善がされております。この数値は、やはり市長をはじめ職員

の皆様方の並々ならぬご努力の結果であり、心から敬意を表するものであります。令和３年度の決

算の詳細はまだ公表されておりませんが、ふるさと納税や事務事業の効率化などにより１７億円以

上の基金の積立てを行っているということが先日の決算大綱の中でも表明されました。さらに改善

されていることが想定がなされております。市立病院もコロナ関連の交付金などで飛躍的に経営が

改善されております。現時点で指標などから財政状況についてどのように考えるか、見解を伺いま

す。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 財政状況についてのご質問ですが、平成２７年度に財政健全化計画を策定し、引き続

き令和２年度からは第２期財政健全化計画に取り組み、これまで事務事業の見直しや組織、人件費

の見直しによる収支改善を図ってきたところです。令和３年度決算におきましては、繰越金が約１

０億円となったほか、基金残高も一般会計分で約５０億円となり、各財政指標については財政健全

化計画策定前に比べ大きく改善したところです。また、経常収支比率につきましては、おおむね７

０から８０パーセントが適正と言われる中で令和３年度は８８．０パーセントと、いまだ硬直性の

高い状況にあるとは言えますが、昨年より４．９パーセント改善し、財政健全化計画の効果は少し

ずつですが、確実に現れてきているというふうに感じております。今後公共施設の集約、複合化な

どの大型の事業を進めていかなければならない状況ということを踏まえますと、財政指標につきま

してはここ数年が改善のピークであるというふうに考えておりますが、そうした新たな課題に進ん

でいくための財政的な下地、体力はある程度整ってきたというふうに考えております。

〇議 長 水口議員。

〇水口議員 それでは、次に参ります。

積極的な財政運営についてということでありますが、コロナの地方創生交付金の交付により一般

会計総額は一昨年より大きくなっておりますが、実質は第２期財政健全化計画の中、緊縮財政にな

っているものと考えております。今ほどの質問でも確認をさせていただきましたが、財政健全化の

効果も出ており、市民サービス向上のため、積極的な財政支出をすべきと考えますが、先ほどは将

来にわたって今が頑張りどころだというようなご答弁をいただきましたが、積極的な財政支出へ向

かっていく、そういう考えが必要なのではなかろうかと考えますが、見解を伺います。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 持続可能な行政運営を行っていくためには今後におきましても財政の健全化を維持す

るということは大変重要であることから、公共施設の集約、複合化などの大きな財政支出を伴う事

業は長期的な計画に沿って実施するということを基本とし、財源確保やスクラップ・アンド・ビル

ドの視点を持ち、適切な財源対策を行っていく必要は引き続きあるものだというふうに考えており

ます。一方で、新型コロナウイルス感染症への対応や災害対応などの緊急的な需要、それから物価

高騰など環境変化に即した内部、外部への対応、喫緊となる課題の解決や突発的な事態への対応な

ど想定される様々な財政需要に対しては、健全化計画実行前に比べればある程度柔軟性を持って対
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応できる財政基盤とすることができたと思っております。今後も財政運営におきましては、政策的

な施策の決定を含め、現時点における財政基盤を基に施策の効果等について十分検討を行った上で

市民サービスの向上に資するよう努めていく考えです。

〇議 長 水口議員。

〇水口議員 今ほど物価高騰によるという答弁もございました。物価高騰というのが今後消費の落

ち込みということが予想がされ、そしてそれによってまた建設事業等も今後冷え込んでいくという

ような、そんなことも想定される中で、私自身も将来に向けて公共施設はどうあるべきなのか、し

っかり計画性を持って臨んでいただきたいというのは同じ考え方ではありますが、そういう喫緊の

という意味合いにおいて、事務事業の効率化ですとか、こういったことが職員の皆さんの努力によ

って成果となったということを、夢のあるまちづくりを展望するための資金においても政策をどん

どん出していく、そんな姿勢が私はどこかに必要なのではないのかなというふうに思いますが、資

金においてもそういうような考え方に立てないのかという点でお伺いをいたします。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 先ほどの答弁と重なるところが大きいかと思いますが、まず財源を当然見通した上で

補助金、それから交付金等、そういった財源を最大限活用しながら、市民の生活を支え、サービス

を向上していく、そういったことに資する財政支出ということを効果も十分検討しながら行ってい

きたいというふうに考えております。

〇水口議員 終わります。

〇議 長 以上をもちまして水口議員の質問を終了いたします。

これをもちまして一般質問を終了いたします。

◎日程第３ 議案第８号 令和４年度滝川市一般会計補正予算（第７号）

〇議 長 日程第３、議案第８号 令和４年度滝川市一般会計補正予算（第７号）を議題といた

します。

提案理由の説明を求めます。副市長。

〇副 市 長 ただいま上程されました議案第８号 令和４年度滝川市一般会計補正予算（第７号）

についてご説明いたします。

今回の補正は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補正となっております。

１ページを御覧ください。第１項で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億３，６９４万円を追加

し、予算の総額を２２３億１，４６２万４，０００円とするものです。

第２項で、補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表によるところでございます。

２ページから３ページまでは第１表、歳入歳出予算補正でございますので、お目通し願います。

続いて、補正の内容につきましては事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、８ペ

ージ、９ページをお開きください。４款１項２目予防費、補正額１億３，６９４万円の増額につき

ましては、感染症等対策に要する経費の補正でございます。新型コロナウイルスオミクロン株に対

応したワクチンの追加接種に向けた体制づくりを行うため、ワクチン接種費用のほか、システム改
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修等に係る費用を補正したいとするものです。なお、追加接種に係る費用につきましては引き続き

国が全額を負担する方針が示されており、費用のうち２，７９１万２，０００円が新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策費国庫負担金、１億９０２万８，０００円が新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業補助金で措置されるものです。

以上、歳出合計で１億３，６９４万円の増額となったところでございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、６ページ、７ページをお開き願います。１

６款１項２目衛生費負担金及び１６款２項３目衛生費補助金は、いずれも歳出関連でございます。

以上、歳入合計で１億３，６９４万円の増額となったところでございます。

以上を申し上げ、議案第８号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第８号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は可決されました。

◎日程第４ 報告第３号 株式会社滝川振興公社の経営状況について

〇議 長 日程第４、報告第３号 株式会社滝川振興公社の経営状況についてを議題といたしま

す。

説明を求めます。産業振興部長。

〇産業振興部長 ただいま上程されました報告第３号 株式会社滝川振興公社の経営状況につきま

して、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づきご報告申し上げます。

なお、報告する内容は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの第６０期事業年度の事

業報告でございます。

お手元の資料１ページを御覧ください。１の事業概要ですが、公社の事業はゴルフ場事業、賃貸

建物事業、公園管理附帯事業及びパークゴルフ場指定管理事業で構成されており、主力事業である

ゴルフ場の利用者数は昭和５２年の開場以来延べ１６０万人を超えました。今事業年度においても
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積極的な営業展開に取り組んできたところ、天候に恵まれたこともありまして、最終的に来場者数

が増加したところでございます。また、パークゴルフ場については、指定管理者として芝生養生管

理、受付業務及び使用料金収納業務を行ってまいりました。このような中、本社と各部門の連携強

化、それから迅速化による利用サービスの向上、事務事業の効率化を図りまして収支改善に努めた

ところであります。以下、ゴルフ場事業ほか４事業の部門別事業概要につきましては、お目通しを

お願いいたします。

続きまして、２ページ、３ページの庶務事項につきましては、諸会議の開催状況ですので、お目

通しをお願いいたします。

続いて、４ページを御覧ください。貸借対照表につきましては、千円単位で申し上げます。左側、

資産の部につきましては、流動資産３，１４２万７，０００円、固定資産２億７，３０９万２，０

００円、繰延資産６，９５６万７，０００円を計上し、資産合計で３億７，４０８万７，０００円

となりました。右側の負債の部でございますが、負債合計６億４，１９４万８，０００円となって

おります。純資産の部につきましては、純資産合計マイナス２億６，７８６万１，０００円となっ

ており、負債、純資産合計につきましては３億７，４０８万７，０００円となりました。

続いて、５ページを御覧ください。損益計算書でございます。売上高１億２，８４１万７，００

０円、売上原価３８万２，０００円、売上総利益金額は１億２，８０３万５，０００円となりまし

た。販売費及び一般管理費は１億６０７万４，０００円、営業利益金額が２，１９６万１，０００

円となりました。さらに、営業外収益が６２万９，０００円、営業外費用が１９万２，０００円と

なり、経常利益金額が２，２３９万８，０００円となりましたが、特別損失としての固定資産除却

損等、それから税金を差し引きますと２，１５２万２，０００円の当期純利益金額となりました。

６ページの販売費及び一般管理費、７ページの株主資本等変動計算書、８ページの附属明細書に

つきましては、お目通しをお願いいたします。

続いて、９ページを御覧ください。固定資産の取得及び処分減価償却費明細書中、当期増加額は

主に機械器具、それから建物構築物の購入によるもので１，７２１万２，０００円、期末残高は３

億４，２６５万９，０００円となりました。

１０ページは監査報告書、１１ページは役員名簿並びに株主名簿です。お目通しをお願いいたし

ます。

続きまして、第６１期事業年度事業計画についてご説明申し上げます。１３ページ、事業計画に

つきましては、前６０期と同様、ゴルフ場事業、賃貸建物事業、滝川市からの受託事業等を柱に事

業を予定しております。

１４ページの予定損益計算書ですが、売上高につきましては１億２，５６６万１，０００円を見

込みまして、当期純利益を８，７６８万円と見込んでいるところでございます。

以上で報告第３号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

（何事か言う声あり）

〇産業振興部長 すみません、失礼いたしました。予定損益計算書の当期純利益ですが、私８，７

６８万円と申し上げましたけれども、８７６万８，０００円の間違いでございます。訂正させてい
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ただきます。申し訳ありませんでした。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

報告第３号は、報告済みといたします。

◎日程第５ 報告第４号 監査報告について

報告第５号 例月現金出納検査報告について

〇議 長 日程第５、報告第４号 監査報告について、報告第５号 例月現金出納検査報告につ

いての２件を一括議題といたします。

説明を求めます。宮崎監査委員。

〇監査委員 報告第４号 監査報告についてご説明いたします。

地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査を滝川市監査基準に準拠して行いましたので、

同条第９項の規定により、その結果を報告いたします。

監査の対象は、産業振興部及び保健福祉部で、令和３年度の執行事務を対象に実施いたしました。

監査の実施期間、監査の着眼点及び監査の実施内容につきましては、記載のとおりでありますの

で、お目通し願います。

監査の結果につきましては、指摘事項は特になく、監査した限りにおいておおむね適正に執行ま

たは管理されていると認められますが、注意が必要と思われる事項といたしまして、保健福祉部の

負担金補助及び交付金において月の途中に行われた住所変更をその月の初日から適用したため、過

払いが生じたもの、団体補助金の実績報告に係る決裁処理を期日までに行っていないものがありま

した。また、契約事務において見積依頼の仕様書では物品の規格について同等品を可としていませ

んでしたが、見積り合わせにおいて同等品を見積もった業者が落札し、また請書に添付している仕

様書の物品の規格を変更しなかったため、仕様書と異なる物品が納品されて検査に合格していたも

の、契約書等に基づく履行期間の延長を４月１日に更新せず、５月７日に起案しているものなどが

見受けられました。これらについては、関係規定等に基づき適正な事務処理をされるよう対象部局

に対する講評において指導いたしました。

以上で報告第４号、監査報告を終わります。

続きまして、報告第５号 例月現金出納検査報告についてご説明いたします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、令和４年５月分及び６月分の例月現金出納検

査を滝川市監査基準に準拠して行いましたので、同条第３項の規定により、その結果を報告いたし

ます。

検査の対象は、一般会計、各特別会計、下水道事業会計、病院事業会計、各基金及び歳入歳出外

会計の現金、預金、一時借入金等の出納保管状況を対象に実施いたしました。
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検査期日、検査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。

検査の結果につきましては、各会計、各基金及び歳入歳出外会計とも計数上の誤りは認められま

せんでした。また、計数以外の書類検査でありますが、指摘事項は特になく、軽易な事項につきま

しては講評または検査の過程において指導、助言しておりますので、その内容は省略いたします。

以上で報告第５号、例月現金出納検査報告を終わります。

〇議 長 説明が終わりました。

これより一括質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

報告第４号及び第５号の２件は、いずれも報告済みといたします。

◎日程第６ 意見書案第１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する要望意見書

〇議 長 日程第６、意見書案第１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する要望意見書

を議題といたします。

提案者の説明を求めます。田村議会運営委員長。

〇議会運営委員長 それでは、意見書案１件について説明を申し上げます。

なお、説明に当たっては、内容を省略し、件名と送付先のみ申し上げます。

意見書案第１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する要望意見書。送付先は、衆議院議

長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、国土強靱化

担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災）であります。

以上、滝川市議会会議規則第１３条第２項の規定により提出するものであります。

以上で説明を終わります。

〇議 長 お諮りいたします。

本件につきましては、滝川市議会会議規則第１３条第２項の規定に基づき議会運営委員会から提

案されたものでありますので、この場合、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。これに異

議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号は可決されました。

◎日程第７ 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について
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〇議 長 日程第７、常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出についてを議題と

いたします。

お手元に印刷配付のとおり、第３回定例会以降における閉会中継続調査等の申出がございました。

お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査等

とすることに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査等とすること

に決しました。

◎市長挨拶

〇議 長 以上をもちまして予定されました日程は全て終了いたしましたが、市長から発言の申

出がございますので、これを許したいと思います。市長。

〇市 長 令和４年第３回滝川市議会定例会閉会に当たりまして、議長にお許しをいただき、一

言お礼のご挨拶を申し上げます。

９月２日に開会されました本議会でございますが、本日までの１３日間、議員各位におかれまし

ては精力的に調査、審議、ご審査いただきまして、提出された議案につきましてはいずれも可とし

てご認定いただきましたことに心からお礼を申し上げる次第でございます。この後におきましては、

総合計画等様々な計画についていろいろと意見をいただく機会がございます。積極的にいろいろと

ご指導いただきますことを心からお願い申し上げ、本定例会閉会のご挨拶とします。大変ありがと

うございました。

◎閉会宣告

〇議 長 本定例会に提案されました議案の審議は全て終了いたしました。

これをもちまして令和４年第３回滝川市議会定例会を閉会いたします。

閉会 午前１１時５３分
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上記会議のてん末は誤りがないので、ここに署名する。

令和 年 月 日

滝川市議会議長

滝川市議会議員

滝川市議会議員


